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(1)組合等連携組織への支
援施策の拡充・強化

〇中小企業等の連携体である中小企業組合は、共同事業を通
じて組合員個々の経営力強化や課題対応策に寄与するととも
に、地域経済の維持・発展に向けた国・県等の施策を効率的
に実行できる組織である。

〇組合組織を活用した取組について、積極的支援を実現する
ため連携・組織化支援施策の一層の拡充・強化を要望する。

　中小企業組合は、共同事業等を通じて組合員個々の経営力強化や
課題対応策に寄与するとともに、地域経済の維持・発展に向けて重
要な存在であると認識しております。
　人手不足の解消や生成AIの活用等、組合の支援ニーズは多様化し
ているため、今後も貴会と連携して中小企業組合の支援に努めてま
いります。

中小企業支援課

(2)中小企業団体中央会へ
の予算措置の拡充

〇中小企業団体中央会は、中小企業等の経営力の強化、活力
の醸成を推進するため、国・県の支援策等を積極的に活用
し、中小企業組合の支援に取り組んでいる。

〇中小企業等に対する支援をより有効に実行するためには、
諸物価および労務費の高騰を適切に反映した予算措置の拡充
が必要である。

　貴会による組合の組織化等の様々な支援は、中小企業の振興や地
域経済の活性化に資する極めて重要な取組と認識しており、県とし
て、中小企業連携組織推進事業やこれにかかる職員設置費に対して
補助しているところです。
　引き続き持続的かつ安定的な貴会の組織運営の実現に向けて、必
要な予算の確保に努めてまいります。

中小企業支援課

(3)中小企業組合の課題解
決に必要なビジョン策定と
総合的な支援制度の創設

〇中小企業組合がDX・GX関連事業や地域経済活性化事業な
ど、持続可能な成長に向けた課題解決への取組を推進するこ
とにより、組合員である中小企業等への相乗効果や波及効果
がある。

〇効果的・効率的に地域の活性化につなげるため、組合制度
を活用した諸課題の解決に向けたビジョン策定とそれに基づ
く事業に対する総合的で柔軟な補助メニューの創設を要望す
る。

　県では組合制度を通じた中小企業等の課題解決のため、DX・GX関
連事業や地域経済活性化事業等による補助を行っているところで
す。
　引き続き、中小企業等の経営課題の解決に向け、貴会とも協議の
うえ必要な対応を検討してまいります。

中小企業支援課

(１)伝統的工芸品産業をは
じめ地場産業・地域特産品
組合への予算措置の確保

〇伝統的工芸品産業（信楽焼・彦根仏壇・近江上布）をはじ
めとする９つの地場産業と４つの地域特産品組合において
は、原材料・エネルギー価格の高騰や人件費等の上昇の影響
から危機的な状況にある。

〇地場産業等が将来にわたって持続的に発展していくために
は、ブランド発信力の強化、伝統技術技能の承継と人材育
成、国内外への販路開拓などが不可欠であるため、平成28年
施行の「近江の地場産業および近江の地場産品の振興に関す
る条例」に基づいて、近江の地場産品の価値をデジタルコン
テンツの効果的な活用も含め広く周知するとともに、予算措
置の拡充を要望する。

　県では地場産業振興施策について、条例に基づき総合的かつ計画
的に取り組むことで、ブランド力向上等へ向けて地場産業・地場産
品の組合を支援しているところです。
　今年度は、「近江の地域産業振興総合支援事業」において、貴会
を通じて、地場産業組合等が実施する国内外への販路開拓や後継者
育成等の取組や将来ビジョンとロードマップの作成に対する支援を
行っています。
　また、原油価格・物価の高騰の影響を受けた県内の地場産業組合
や地場産業事業者に対して、新商品開発・品質向上、人手不足の解
消・生産性の向上、環境負荷の低減、魅力発信のための新規事業創
出に必要な設備および道具の導入に対する支援を行っているところ
です。
　令和８年度においても、新商品開発や国内外での販路拡大、後継
者育成、デジタルコンテンツの活用などの取組によって地場産業組
合の持続的発展を効果的に支援できるよう、引き続き予算の確保に
努めてまいります。

イノベーション
推進課

(２)情報発信拠点「ここ滋
賀」の一層の機能強化と県
内地域資源ブランドの認知
度向上につながる情報発信
の継続・拡充

〇滋賀県の魅力を全国へ発信する拠点として、平成29年に東
京・日本橋に開設された「ここ滋賀」は、これまで首都圏を
中心に滋賀の特産品、観光、文化の情報発信を担ってきた。
開設９年目を迎え、一定の認知度や成果を得る一方で、実際
に滋賀を訪れていただく誘客機能の強化や、県内事業者との
連携強化が課題となっており、施設運営の在り方や発信手法
の見直しが求められている。

〇第２期運営事業も終盤に差し掛かるなか、「ここ滋賀」が
その設置目的である「滋賀の魅力の発信と誘因」の機能を最
大限に果たせるよう、県内事業者から要望がある施設の柔軟
な活用、日本橋という好立地の維持、サテライト機能の一層
の強化を要望する。

　「ここ滋賀」の施設運営のあり方については、外部有識者による
「ここ滋賀のあり方検討懇話会」からいただいた意見を踏まえ、
「情報発信拠点「ここ滋賀」の次期運営に向けて」を取りまとめ、
このなかで施設運営の在り方や発信手法の見直しも含め、令和９年
度以降のここ滋賀のあり方について検討しているところです。
　施設の柔軟な活用については、これまでも貴会と連携し、様々な
ワークショップ等を実施し、滋賀の地場産業のPRを行ったところで
す。また、立地については、ここ滋賀が担うべき機能に照らしてふ
さわしい場所や街の雰囲気等を勘案したうえで、検討してまいりま
す。さらに、サテライト機能の強化については、県内事業者の首都
圏での展示会出展等にあわせて、ここ滋賀の来館者などに向けた発
信を行ってまいります。

観光振興局

　県では、産学官連携の促進とし、県内事業者への情報提供を目的
に産学官連携の取組段階別に活用できるメニューをまとめたウェブ
サイトを県ホームページ内に開設などを行っているところです。
　加えて、県内製造業のほか、様々な分野の企業等が参画する
フォーラムを形成し、コーディネーターによる企業マッチングや産
学官の共同研究体の組成、外部資金獲得を目指す支援事業を展開し
ています。
　引き続き、企業と大学を繋ぐという「官」の役割を果たすととも
に、更なる連携促進に向け、企業ニーズの吸い上げや取組の後押し
を進めてまいります。

商工政策課
イノベーション

推進課

　県では、今年度から、県の持つ課題認識と研究シーズが一致する
項目を設定し、産学官等で連携した実証研究や社会実装を伴う研究
を県内の大学に委託することで、地域課題解決・新たな産業創出に
取り組む研究拠点の形成や地域活性化を目指しているところです。
　また、理系人材の育成や各大学で実施されている中小企業や地域
等と連携して取り組む地域課題の解決についても、環びわ湖大学・
地域コンソーシアム等とも連携しながら取り組んでいるところで
す。
　貴会においても、それぞれの特色や強みをもつ中小企業の皆様か
ら多様な研究実績を持つ県内大学への積極的な働きかけを行ってい
ただけるよう御協力いただきたいと考えています。

大学連携推進室

令和７年度　滋賀県中小企業団体中央会　要望事項　一覧
要望

1

中小企業の連
携・組織化支
援施策の拡
充・強化

2

地場産業・地
域特産品組合
への予算措置
と首都圏での
情報発信の継
続・拡充

3
産学連携の推
進に関する予
算措置の確保

大学等教育機関と県内中小
企業等の産学連携推進に関
する予算措置の確保

〇滋賀県は多数の大学等教育機関が立地しており、専門的・
技術的知見や将来を担う優秀な人材を多く有している。こう
した知的資源を、県内中小企業の技術力向上や新事業の創出
につなげるためには、産学連携を多様な分野で積極的に進め
られる環境の整備が必要である。

〇当会では、独自の取組である「産学連携オープンネット
ワーク事業」を通じて、県内の大学と中小企業等との連携を
広く推進しているほか、個別大学との包括連携協定に基づ
き、こうした産学連携のさらなる強化にも取り組んでいる。
地域産業の活性化や人材育成の観点からも、これらの取組を
着実に進めるために、必要な予算措置の確保を要望する。
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令和７年度　滋賀県中小企業団体中央会　要望事項　一覧
要望

　「滋賀県が締結する契約に関する条例」の基本理念の一つとし
て、地域経済の活性化を掲げ、県内事業者への優先発注や官公需適
格組合をはじめとする事業協同組合等の活用について取組を進めて
います。
　また、物価高騰や賃上げ局面にある中で、実勢価格を踏まえた予
算・予定価格の積算を行うことや、本年策定した「委託・役務業務
等の請負契約における最低制限価格制度の活用に係る指針」の活
用、発注見通しの公表等に取り組んでおり、引き続き周知徹底して
まいります。

管理課

（会計管理局）

　適正な予定価格の算出に関しては、国の基準に基づくとともに、
資材価格に大規模な変動があった場合の市場の取引価格の動向等を
注視しながら、速やかに予定価格に反映するよう努めているほか、
最低制限価格の設定については、ダンピング受注の防止を図るた
め、国からの要請に基づき、最新の公契連モデルにより慎重に算定
しています。
　また、年度内の時期によって工事の繁閑に大きな差が生じること
を緩和するため、債務負担行為の活用等による施工時期の平準化に
努めています。

監理課

技術管理課

（土木交通部）

　県では、「滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例」や「滋
賀県における中小企業者向け官公需確保のための推進方針」（以
下、推進方針）等に基づき、県内中小企業者の受注機会の確保に努
めております。特に、官公需適格組合をはじめとする事業協同組合
等への受注機会増大を図るため、10万円を超える物品調達案件で
あっても、官公需適格組合等から見積徴取を行う場合は公募型見積
合せによらないことができるとしています。
　また、適正価格での発注と早期発注に関しましては、令和７年３
月に推進方針を改定し、需給状況、原材料費、輸送費等の実勢価格
に応じた価格での発注および契約金額変更の必要性の検討につい
て、適切に対応するよう庁内各所属へ周知徹底を図っているところ
です。

中小企業支援課

6

特定地域づく
り事業協同組
合制度の活用
による人材確
保の推進

人手不足解消に向けた特定
地域づくり事業協同組合制
度の周知と活用

〇特定地域づくり事業協同組合制度は、令和２年の制度施行
以来、全国39道府県で125組合（８月１日現在）が設立されて
いるが、県内では設立に至っていない。県においては引き続
き、制度の趣旨を事業者等に十分周知するとともに、設立に
向けた動きが見られる市町等に対しては適切かつ具体的な指
導を行うことを要望する。

　県では、これまでから各市町との会議の場等を活用し、制度の周
知を図ってきたところです。
　また、10月に同事業組合の認定について定めた事務取扱要領を策
定し、各市町ならびに関係部局に対し周知したところです。
　加えて、来年度の組合設立を目指す動きのある市町に対し、時期
に応じた助言等を行っております。
　引き続き、様々な機会をとらえ本制度の周知を図るとともに、市
町から本制度の活用希望が出された際には、積極的に具体化に向け
た後押しに努めてまいります。

市町振興課

4
地元中小企業
等の官公需受
注機会の拡充

地元中小企業・官公需適格
組合等への受注機会の拡
充、物価高騰や労務費を反
映した適正な価格・工期で
の早期発注の実現

〇中小企業等の持つ経営資源を組合組織に結集し、総合力を
もって対応する官公需適格組合をはじめ中小企業組合の共同
受注制度を活用することで、地域の中小企業等の自立経営を
促進し、経済の好循環を生み出すことが大いに期待できるこ
とから、中小企業等の稼ぐ力の強化と地域経済の活性化につ
なげるためにも、分割発注や随意契約などを通じた中小企業
組合への受注機会の拡充とさらなる積極的な発注を要望す
る。

〇施工品質の確保と受注事業者の安定経営を図るため、原材
料等諸物価および最低賃金引上げなどの労務費の高騰を反映
した適正な労働条件・予定価格の設定と、最低制限価格の引
上げを行うとともに、受注事業者の働き方改革だけでなく資
機材の計画的調達と、業務量の平準化につながる早期発注の
推進を要望する。

7
観光振興によ
る地域経済の
活性化

地域特性を考慮した観光振
興策の推進と地域経済の活
性化

〇観光産業は今後の地域経済をけん引する成長分野であり、
県内への広い経済波及効果が期待できる。滋賀県では『シガ
リズム観光振興ビジョン』に基づく観光振興策が進められて
いるが、琵琶湖や歴史的文化資源に加え、京都に隣接する地
理的優位性を活かし、関西広域観光の一翼を担うためにも、
県内の観光資源や魅力を効果的に発信するプロモーションを
強化し、地域へのにぎわいを創出する観光誘客が求められ
る。

〇今年度開催される大阪・関西万博や国スポ・障スポのレガ
シーを活かすとともに、JR６社と連携して令和９年に実施す
る大型観光企画「滋賀デスティネーションキャンペーン」の
機会をとらえ、観光インフラの整備や地域の特色を活かした
観光商品開発など、地場産業、商店街等の他業種間推進体制
を強化し、滞在型観光支援の推進につながる支援を要望す
る。

　滋賀の時間の流れや暮らしを深く体験・体感していただく観光を
「シガリズム」として推進することにより、体験・交流型観光や滋
賀の文化財の魅力を発信し、滋賀ファンやリピーターなどの関係人
口を拡大し、滞在時間の延長や観光消費額の向上を図り、地域経済
の活性化につなげています。
　また、令和８年に放送予定の大河ドラマ「豊臣兄弟！」や、安土
城築城450年を契機とした観光誘客を図るため、令和７年11月から
滋賀県戦国・豊臣観光キャンペーンを実施し、戦国に関する体験コ
ンテンツの造成や魅力発信に取り組んでいきます。
　さらに、多くの外国人観光客が訪れている京都駅に、滋賀の魅力
を発信する「そこ滋賀」を設置し、インバウンド誘客にも取り組む
ことで、観光誘客につなげてまいります。
　デスティネーションキャンペーンに向けては、市町や観光協会の
ほか幅広い分野の関係者と連携しながら、地域の特色を生かし、滞
在型観光につながるコンテンツの開発を支援してまいりたいと考え
ています。
　また、地域を挙げたおもてなしを行うため、今後“おもてなしサ
ポーター”制度を設け、企業や団体、店舗なども含むサポーターの
皆様と連携した企画などの展開も検討しているところです。
　貴会および構成企業の皆様におかれても、ぜひこの機を捉えて、
消費拡大につながる商品・サービスの開発やおもてなしに向けた積
極的な取組をお願いします。

観光振興局

5

商店街振興と
まちづくりに
対する支援の
継続・拡充

地域の実態に即した商業者
支援による商店街の価値向
上とまちづくりの支援

〇商店街の魅力向上や地域のにぎわい創出、地域社会が抱え
る課題解決を目的とした県の「にぎわいのまちづくり総合支
援事業費補助金」は、商店街からの要望に基づき、各市町と
の事前協議を経て予算計上されている。申請数が少なく、ま
た申請後に計画が実施できなくなる事例等も発生しているこ
とから、各市町の取組姿勢によって商店街支援に地域格差が
生じないよう、地域の実情をよく知る市町が商店街と積極的
な連携を図り、商業集積の維持につながる商店街の価値向上
を目指した適切な支援が行われるよう要望する。

〇商店街は単に買い物をする場にとどまらず、地域における
福祉や安全を支える重要な拠点でもある。少子高齢化や買い
物弱者の増加といった地域課題に対応するには、商店街を地
域福祉や生活インフラの一部として捉える視点が必要であ
り、防災・防犯、福祉、移動支援など、各市町のまちづくり
施策と一体となった商店街支援が実施されるよう要望する。

〇「令和6年3月経済産業省において、文化的拠点である「街
の書店」を守るため書店振興プロジェクトチームが立ち上が
り、滋賀県でも、今年度から「本のまちづくり推進プロジェ
クト」が始動している。中小企業組合を核としたこの取組
は、商店街や地域の活性化にも波及効果をもたらすものであ
り、今後の継続的な推進と他分野への展開が求められること
から、そのために必要な予算措置の確保を要望する。

　昨年度の商店街実態調査にて県補助金の周知を実施したことによ
り「にぎわいのまちづくり総合支援事業費補助金」の要望件数は
1.5倍に増加しております。今後も、施策周知に努めるとともに、
市町の積極的な関与も引き続き促してまいります。
　「にぎわいのまちづくり総合支援事業費補助金」においては、
「商店街という場所や機能を活用して、少子化、高齢化、安全・安
心、地域資源活用・農商工連携、創業・人材、環境など、地域社会
が抱える課題解決に資する事業であること。」および「市町のまち
づくりに関する計画と整合しており、市町の関与・協力を得て取り
組む事業であること。」を対象事業の要件としており、その要件に
沿って商店街が取り組む事業に対する支援を継続してまいります。
　「本のまちづくり推進プロジェクト」については、地域文化の醸
成や商店街の活性化にも寄与する重要な取組であると認識してお
り、他部局とも連携しつつ、情報提供・魅力発信など、書店振興に
つながる取組を検討してまいります。

中小企業支援課
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　県立大学では、県内就職を促進するために以下の取組を行ってい
ます。
・「地域産業・企業から学ぶ社長講義」（２単位）の開催
・就職セミナーやキャリア教育科目における県内企業の卒業生・担
当者による体験談・業務紹介等
・県内企業を中心としたインターンシップ受入れの打診
・「学内企業合同説明会」の開催（120社が参加、うち県内企業は
約1/3）
・県内自治体を中心とした公務員合同説明会の開催
・県内病院を対象とした病院等合同説明会の開催
　学生は、自身の興味・関心とともに、勤務地や待遇など様々な要
素を踏まえて就職先を決定しますが、県としては、大学と連携しな
がら、引き続き本県で働くことの魅力を学生に伝えてまいります。

高等教育振興課

　県では、令和５年度から、貴会が開催する「しがワークフェス
タ」に係る経費を補助し、子どもたちが楽しみながら県内の仕事や
産業について学び、働くことへの理解を深められるよう取り組んで
いるところです。
　今後も、貴会と連携し、地域を支える人材の育成と地元就職の促
進に努めてまいります。

中小企業支援

　県では、ものづくり体験を通してその魅力を伝え、ものづくり分
野への関心を高めるため、高等技術専門校で毎年10月に、小学生と
その保護者を対象とした「ものづくり体験教室」を開催するととも
に、令和６年度は、小中学生を対象に、時間と場所にとらわれない
オンデマンド型で動画を配信しました。
　また「しがジョブパーク」においては、キャリアコンサルタント
がきめ細かな相談支援を行うとともに、本県出身者が多数進学して
いる県外大学との就職支援協定の締結、合同企業説明会やインター
ンシップ等を通じた大学生と県内企業との接点の確保に取り組んで
います。
　今年度より実施している若年層等確保・定着支援補助金について
は、まずは現行制度の周知を積極的に行い、成果を確認しながら、
中小企業の魅力向上と若手人材の確保につなげてまいります。

労働雇用政策課

　県では、「近江の地域産業振興総合支援事業」において、貴会を
通じて、地場産業組合の後継者育成等に係る支援や、地場産業の製
造事業者への人材確保への支援としてインターンシップ事業を行っ
ているところです。
　地場産業の担い手となる人材を確保するため、地場産業組合が実
施する後継者育成に対する支援ができるよう、引き続き予算の確保
に努めてまいります

イノベーション
推進課

　県立高等専門学校については、令和10年４月の開校を目指し、県
と公立大学法人とが連携して、ハード、ソフト両面にわたり着実に
準備を進めてきています。
　校舎等施設整備については、昨今の経済情勢を踏まえながら、想
定経費を約144.2億円まで拡大し、県議会令和７年９月定例会議に
て債務負担行為の議決を得て、令和７年度後半から入札・発注手続
に入っていく予定です。
　また、必要な教員を確保するとともに、カリキュラムの詳細化を
進め、令和８年10月に設置認可申請を行う予定です。
　加えて、高度専門人材育成のためには、産業界の皆様との連携・
共創による多様かつ実践的な学びの構築が不可欠でありますことか
ら、応援団である「共創フォーラム」を土台に、参画企業等との対
話を深め、県立高等専門学校を共に創り上げていくことで、多くの
皆様の御期待に応えてまいります。

高等教育振興課

　県では、県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等
教育学校、特別支援学校が地場産業・伝統的工芸品製造事業者と連
携して行うものづくり体験学習等の支援を実施しています。
　地場産業・伝統的工芸品を次世代につなぐため、「作り手」だけ
でなく「支え手」「買い手」も含めた「担い手」を広げていけるよ
う、引き続き県内のこれらの学校に対して地場産業・伝統的工芸品
のものづくり体験への支援に努めてまいります。

イノベーション
推進課
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事業承継、技
術・技能の伝
承と人材育成
に関する支援

（１）事業承継、技術・技
能伝承と人材育成に向けた
制度の見直しと拡充

〇人材不足や後継者不足は、中小企業等の事業存続に関わる
大きな課題であり、地域において、長年承継されてきた経営
資源（技術・技能、ノウハウ、人材等）を次世代に存続させ
る体系的な取組が早急に必要である。

〇事業承継および技術・技能の伝承と人材育成には、中小企
業組合を受け皿とした承継や引継ぎ、育成が個社支援よりも
効果的である。当会では青年部組織が開催する「しがわーく
フェスタ」などを通じた支援に取り組んでいるが、自助努力
を促すだけでなく、相互扶助による補完も伴って高い効果が
生じているため、引き続き組合組織を通じた予算措置の拡充
を要望する。

　県では、商工団体や金融機関等の関係機関と一体となり、「滋賀
県事業承継ネットワーク」を運営しており、事業承継に係る案件の
発掘、および事業承継計画の策定支援を行うほか、承継準備に要す
る経費への補助等を通じ、円滑な事業承継の推進に努めているとこ
ろです。
　地域の貴重な経営資源が確実に次代へと承継されるよう、引き続
き貴会との連携を強化し、次世代の経営者・後継者を見据えた中小
企業等組合の多岐にわたる取り組みを積極的に支援してまいりま
す。

中小企業支援課

8

人材確保・育
成・定着に対
する支援の充
実・強化

小中学生の地元愛を育む教
育環境の整備と県内高等学
校・大学における県内就職
の推進

〇県では、小中学生へのものづくり体験や高校・大学生への
キャリア教育を通じた県内就職の推進が進められているが、
更なる教育環境整備に向けた取組強化を要望する。

〇県内中小企業者等が雇用した人材に対する奨学金返還支援
を行う県の「若年層等確保・定着支援事業」は、県内中小企
業者等の人材確保において一定の成果が期待できるが、今
後、より一層の人材確保を図るため、補助額や補助率の増
額、1社あたりの上限人数の緩和、複数年活用を可能とする柔
軟な制度運用、県内中小企業等への周知徹底について要望す
る。

　小・中学校においては、道徳教育を進めるに当たって、伝統と文
化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛し、個性豊かな
文化の創造を図るよう留意しているところです。また、郷土や地域
に関する教育については、教科を横断して指導を行っています。
　なお、県教育委員会では、児童生徒の郷土を愛する心を養い、地
域の活性化につながるよう、郷土についての学習成果を発表する全
県的な機会を設けております。
　また、県立高校では、生徒が自身の進路を具体的に考えられるよ
う、知識を深め、社会、職業へ移行しようとする意欲を高め、実行
するための能力を育む、キャリア教育を推進しているところです。
　生徒が進路を考えていくうえで、特に就職希望者については、学
校と地域や地元企業が連携した取組が卒業後の進路選択に影響する
ことが考えられることから、引き続き、キャリア教育を推進し、生
徒が希望する進路に進めるよう支援してまいります。

幼小中教育課
高校教育課

（２）県立高等専門学校開
校に向けた取組支援等

〇県立高等専門学校においては「滋賀県立高等専門学校基本
構想2.0」にも示されたとおり、産業教育の推進を通じて次代
の滋賀の産業を担う「高度専門人材」の育成が必要である。

〇県内中小企業等からの技術系人材の育成への期待も大き
く、原材料等資材や人件費高騰が続く中においても、計画ど
おり令和10年の開校に向け、産業界の意見も丁寧に聴きなが
ら着実に整備が進められるよう要望する。

〇滋賀のものづくりを担う理系的な思考や製造現場対応力等
を備えた人材など、各年代の教育過程を通じたキャリア教育
や産業人材づくりの推進の充実を要望する。 　「しがジョブパーク」においては、キャリアコンサルタントがき

め細かな相談支援を行うとともに、本県出身者が多数進学している
県外大学との就職支援協定の締結、合同企業説明会やインターン
シップ等を実施しており、引き続きこうした取組を通じ、大学生と
ものづくり企業を含む県内企業との接点の確保に取り組んでまいり
ます。

労働雇用政策課


